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建 設 委 員 会 資 料

令和６年１２月１３日

住 宅 政 策 課

秋田市空き家等の適正管理に関する条例等の改正について

１ 主旨

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「法」

という。）公布前に施行した秋田市空き家等の適正管理に関する条例（平成

26年条例第30号。以下「条例」という。）の規定のうち、法と重複した規定

を整理する。

また、本年３月に策定した秋田市空家等対策計画（以下「計画」とい

う。）全般と特定空家等の所有者等に対する行政処分等について調査審議を

行う審議会を設置するため、当該条例等を改めようとするもの。

２ 経緯

(1) 平成26年４月 「危険な状態にある空き家等」の所有者等に対する措置

等を規定した条例および規則を施行した。

(2) 平成27年２月 「特定空家等」の所有者等に対する措置等を規定した法

が施行される。

(3) 令和５年12月 「管理不全空家等」の所有者等に対する措置等の規定を

追加した改正法が施行される。

３ 改正内容等

(1) 重複規定の整備

現状において、本市が制定した条例と法が競合状態にあり、法規定を優

先する取り扱いとなることから、現行条例において効力を失った規定を整

備するため全部を改正する。

(2) 審議会設置規定の追加

ア 計画の見直し等や特定空家所有者等に対する不利益処分（命令および

代執行処分）を行う際などに、各分野の専門家で構成する附属機関の意

見を聴き、公正性を担保するため審議会を設置する。

イ 委員は、国が例示している法律、不動産、建築に関する専門家などで

構成する。（15名以内)

ウ 秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例に委員

報酬（7,300円）を規定する。
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秋田市議員報酬、報酬等の額およびその支給方法に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略）

別表第１ （略） 別表第１ （略）

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

種 別 報 酬 額 種 別 報 酬 額

（略） （略）

災害弔慰金等支給審査委員会委員 （略） 災害弔慰金等支給審査委員会委員 （略）

空家等対策審議会委員 日額 7,300円

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）
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建 設 委 員 会 資 料

令和６年１２月１３日

都 市 計 画 課

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定等について

令和３年７月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を背景として、土地の用途

（宅地、森林、農地等）にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規

制する宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）が令和５年５月２６日に

施行され、全国の自治体（調査主体：県・中核市）での対応が求められている。

本市においても、盛土等による災害の防止を図るため、新たに規制区域を指定し、

令和７年度より許可制度の運用を開始する予定である。

１ 盛土規制法の概要

(1) 規制区域の指定

盛土等により、人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域（宅地造成等工事規制区

域および特定盛土等規制区域）として指定し、宅地造成等の際に行われる盛土だけで

なく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象とする。

図 規制区域のイメージ
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(2) 安全な盛土等の造成

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要になる。

＜主な許可基準＞

・安全対策に関する技術的基準に適合

・工事主の資力・信用、工事施行者の能力の有無

・土地所有者全員の同意や周辺住民への事前周知（説明会の開催等）

(3) 盛土等を安全に保つ責務

規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等が

常に安全な状態に維持するように努めなければならない。

(4) 実効性のある罰則

罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や

罰金刑の水準を強化

２ 許可対象となる盛土等の規模

盛土等の面積が宅地造成等工事規制区域では500㎡を超える場合、特定盛土等規制区域

では3,000㎡を超える場合などに許可が必要となる。

３ 規制区域（案）について

・本市では、国の要領に基づき基礎調査を行い、都市計画区域および都市計画区域外の

集落を宅地造成等工事規制区域とし、それ以外の行政区域全体を特定盛土等規制区域

とした（別紙１：規制区域（案））。

・今後、指定に向け、パブリックコメントや市民100人会を通じて、市民から意見聴取を

行う予定である。

- 6 -



４ 市施行細則の制定について

主に省令において指定されていない様式、手続について追加するため、市施行細則を

制定する。

５ 手数料条例の改正について

盛土規制法にかかる許可申請手数料を新たに定めるため、条例改正を予定している。

手数料については、国の示す方針により算出する予定である。

６ 許可事務の窓口について

盛土等を行う土地の用途が宅地、森林、農地等と多岐に渡るため、窓口での混乱を避

ける必要があり、庁内担当者会議で協議を行い、窓口を一本化して都市計画課で許可事

務等を行う予定である。

７ 盛土規制法の周知について

ホームページ、広報あきた等を通じて周知を行う予定としており、関係する業界団体

へは、10月から県と合同で制度に関する事前説明を実施している。今後も、関係団体に

対し講習会を実施する予定である。

８ 今後の予定について

令和６年12月 規制区域案の意見聴取（パブリックコメント）

令和７年２月 手数料条例改正案を２月定例会に提出

令和７年度 規制区域の公表、規制区域の指定（公示）、許可制度の運用開始

なお、規制区域の指定時期については、県が指定する秋田県内の区域と同時期とする

予定である。
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建 設 委 員 会 資 料

令和６年１２月１３日

都 市 計 画 課

公共土木施設災害復旧事業（山手台）の進捗状況について

１ 地すべり観測調査について

山手台地区の地すべり災害については、観測調査を進め、１０月に地すべり面が確定

したことから、本復旧工事の内容について国と協議を行い、１１月に災害査定を実施し

た。今後、本復旧工事の予算措置を行う予定である。

２ 曳家の実施状況について

応急工事として着手した曳家については、一部曳家作業が完了しているが、他の曳家

作業に着手したところ、家屋基礎下の地盤がセメント改良されており、曳家のレールを

挿入するための掘削作業に想定以上の時間を要している状況にある。

３ 本復旧工事について

復旧工法は、横ボーリング工、頭部排土工および杭工の複合工法により地すべり対策

を行った後、市道の復旧を行う。

４ 今後の予定

令和７年２月 本復旧工事費の補正予算案を２月定例会に提出

５月 本復旧工事仮契約

６月 本復旧工事契約（議会承認後）

７月 本復旧工事着手

令和８年度末 本復旧工事完了。通行止め解除
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建 設 委 員 会 資 料  

令和６年１２月１３日  

交 通 政 策 課  

 

秋田市エリア交通の運行について 

 

１ 秋田市エリア交通について 

秋田市エリア交通は、地域におけるセーフティーネットとして、食品・日用品

の買物やかかりつけ医への通院など、日常生活に必要な短距離移動を確保するた

め、タクシー事業者等との連携により、予約制乗合交通として運行しているもの

である。 

高齢化の進行により運転免許返納者数が増加しているほか、バス停までの移動

が大変だという声が増えている一方で、路線バスの減便や廃止が続いており、小

回りの効く車両により、自宅近くから目的地まで、地域内をきめ細かく運行でき

るよう乗降場所を設定している。 

令和４年度から実証運行を開始し、段階的に運行区域を拡大している。実証運

行後、検証期間を経て通年運行へ移行することとしており、今年度は実証運行を

含め６地区において運行を予定している。 

２ 運行地区および運行期間等 

令和６年度は次の地区で運行を行う予定である（Ｐ１２～２４参照）。 

地区名 運行事業者 運行期間 備考 

大住・仁井田・ 
御野場地区 

国際タクシー(株) 
高尾ハイヤー(株) 

R5.12から 
継続運行中 

 

四ツ小屋・ 
御所野地区 

高尾ハイヤー(株) 
国際タクシー(株) 

R6.12.25(予定)～ R5から区域拡大 

手形・旭川・ 
広面地区 

あさひ自動車(株) R6.12.25(予定)～ R5から区域拡大 

勝平・ 
茨島地区 

勝平タクシー(株) R6.12.25(予定)～ R5から区域拡大 

土崎・将軍野・ 
寺内地区 

秋田港交通(株) 
(株) ＫＥＮＴＯ 

R7.1.22(予定) 
～3.27 

実証運行 

横森・桜・ 
上北手地区 

秋田中央トランスポート(株) 
国際タクシー(株) 

R7.1.22(予定) 
～3.27 

実証運行 

※運行事業者は（一社）秋田県ハイヤー協会秋田支部からの推薦に基づき決定した。 

３ 次年度以降の方針 

・令和８年度まで段階的に運行地区を拡大し、市街地を概ねカバーする予定 

（路線バスの便数が多い都心・中心市街地を除く） 

・郊外部においては、マイタウン・バスの安定運行を確保しながら、各地域の実

情を踏まえた効率性と利便性の向上を図る。 
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４ 運行形態 

・一般タクシー車両を活用した予約制乗合交通として運行する。 

・地域内においてあらかじめ定めている乗降場所でのみ乗降可能かつ、乗合とす

ることで、安価な運賃としている。 

・料金は１乗車あたり大人１人３００円（小学生半額、未就学児無料） 

・運行経費はタクシーメーター運賃で計上し、車内収入との差額を市が負担。 

・乗降場所は、地域内のスーパーや金融機関、医療施設のほか、公園やゴミ集積

所などの目印となる場所に概ね２００ｍの範囲で設置する。 

・運行時間は８時から１７時までの間で１時間につき１便の運行（１日当たり最

大９便）とし、特定の経路は定めず、予約状況に応じてＡＩが経路と乗降時刻

を決定する。 

・予約は電話（コールセンター）又はインターネットで行う。 

５ 運行内容の周知 

秋田市エリア交通の周知を図るため、次のとおり事業のＰＲを実施する予定 

・運行地区内において、利用方法・乗降場所を記載したチラシを全戸配布 

・運行地区内町内会長へのお知らせ文書の送付 

・秋田市公式ホームページおよびＬＩＮＥ等ＳＮＳの活用 

・マスコミへの情報提供 

 

 

エリア交通 

▲第３次公共交通政策ビジョンの取組により実現を目指す公共交通の利用環境 

エリア交通
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建 設 委 員 会 資 料

令和６年１２月１３日

建 築 指 導 課

建築基準法等の改正に伴う関係手数料の見直しについて

１ 法改正の背景

カーボンニュートラル、温室効果ガスの削減目標の実現に向け、「脱炭素社会

の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部

を改正する法律」が令和４年６月に公布されたことに伴い、以下の法律の一部改

正が令和７年４月１日に施行される。

(1) 法改正概要

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

・概 要 建築物の省エネ基準への適合義務の対象の拡充

・現 在 300㎡以上の非住宅の新築・増改築

・改正後 原則すべての建築物

イ 建築基準法

①木造建築物の壁量基準・柱の小径基準の見直し

・現 在 「軽い屋根」「重い屋根」の区分に応じて算定

・改正後 仕様の実況に応じて算定

②構造の審査が必要な木造建築物規模の引き下げ

・現 在 ２階建て以下かつ延べ面積500㎡以下は審査省略

・改正後 平家建てかつ延べ面積200㎡以下は審査省略

２ 関係手数料の見直し

上記の法改正に伴い、各種申請における審査・検査業務量の増加が見込まれる

ことから、関係手数料の見直しのため、以下の条例改正を予定している。

(1) 秋田市建築基準法関係手数料条例

(2) 秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例

(3) 秋田市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例

３ 今後のスケジュール等

２の手数料の額は、これまで県内統一としており、本市においては、今後決定

される秋田県の手数料を踏まえて設定することから、令和７年２月定例会に改正

条例案の提出を予定している。

令和７年２月 市議会定例会へ条例改正議案を提出

３月 条例改正公布予定

４月１日 建築基準法等一部改正施行、条例改正施行予定

※なお、法改正の情報や手数料の見直しについて、来年１月から市のホームペー

ジにおいて周知する予定である。
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